
 

 

 

大阪市中央区役所と学校法人大阪女学院との連携協力に関する協定書 

 

 大阪市中央区役所（以下、「甲」という。）と学校法人大阪女学院（以下、「乙」という。）は、相互の

連携・協力関係を強化し、豊かな地域社会の形成と発展に寄与することを目的に、本協定を締結する。 

 

（連携事項） 

第１条 甲と乙は、前文の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。 

（１）教育に関すること 

（２）多文化共生に関すること 

（３）文化・芸術の振興に関すること 

（４）子育て支援に関すること 

（５）福祉に関すること 

（６）防災に関すること 

（７）その他目的達成のため必要な事項に関すること 

２ 甲及び乙は、前条に定める事項の円滑な推進を図るため、連絡調整に関する担当部署を定める。 

 

（期間） 

第２条 本協定の有効期間は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までとする。ただし、本協定

の有効期間が満了する日から１ヶ月前までに、甲又は乙から書面による特段の申出がないときは、本

協定はさらに１年間更新されるものとし、その後も同様とする。 

 

（疑義の決定） 

第３条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定する。ま

た、甲又は乙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ変更を行う。 

 

（秘密の保持） 

第４条 甲及び乙は、本協定で知り得た情報又は個人のプライバシーに関する事項については、これを

第三者に漏らしてはならない。 

２ 前項の規定は、本協定が終了した後においても、同様とする。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙において署名のうえ、各自その１通を保有

するものとする。 

 

令和２年３月２５日 

 

甲 大阪市中央区久太郎町 1丁目 2番 27号    乙 大阪市中央区玉造 2丁目 26番 54号 

大阪市中央区長 吉村 浩             学校法人大阪女学院理事長 錦織一郎 


